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償
還

額
（

万
円

）

１３５
，０００

２１
，６００

償
還

期
日

（
年
．
月
．
日
）

２０
．１１
．２８

２０
．１１
．２８

銘
柄

１０
／
リ

１０
／
ヌ

告

示

○
平
成
二
十
年
十
一
月
償
還
分
抽
せ
ん

銘
柄
等
の
告
示

（
財

政

課
）

一

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
西
部
振
興
）

一

○

〃
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
）

二

○
救
急
病
院
等
の
申
出
の
撤
回

（
医
療
整
備
課
）

二

○
救
急
病
院
等
の
申
出（

〃

）

二

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る

公
示

（
商
業
支
援
課
）

三

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る

公
示

（

〃

）

三

○
第
四
十
二
期
埼
玉
県
労
働
委
員
会
補

欠
委
員
（
労
働
者
委
員
）
候
補
者
の

推
薦

（
勤
労
者
福
祉
課
）

四

○
荒
川
中
部
土
地
改
良
区
の
役
員
退
任

届

（
大
里
農
林
）

六

○
草
加
都
市
計
画
事
業
八
潮
南
部
西
一

体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
保
留

地
の
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
処
分
の

公
告
（
八
潮
新
都
市
建
設
事
務
所
）

六

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
建
築
指
導
課
）

八

○
県
道
東
大
久
保
ふ
じ
み
野
線
の
区
域

の
変
更

（
川
越
県
土
）

八

○
県
道
東
大
久
保
ふ
じ
み
野
線
の
供
用

の
開
始

（

〃

）

八

○
県
道
川
越
栗
橋
線
の
区
域
の
変
更

（
杉
戸
県
土
）

九

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（

〃

）

九

○
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
の
招
集

（
教
委
・
総
務
課
）

九

埼玉県発行

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
三
号

埼
玉
県
公
債
の
平
成
二
十
年
十
一
月
の
定
時
償
還
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
抽
せ
ん
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

銘
柄
、
償
還
期
日
及
び
償
還
額

二

抽
せ
ん
日
時

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

三

抽
せ
ん
場
所

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

（
株
）
埼
玉
り
そ
な
銀
行
県
庁
支
店

四

抽
せ
ん
方
法

せ
ん
札
抽
せ
ん

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

－１－
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一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
八
月
二
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
障
が
い
者
と
共
に

歩
む
会

三

代
表
者
の
氏
名

本
田

勲

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
所
沢
市
美
原
町
一
丁
目
二
千
九
百

十
二
番
地
の
二
黒
田
マ
ン
シ
ョ
ン
百
五
号
室

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
者
と
そ
の
家
族
が
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
の
実
現
を
目
指

し
、
障
が
い
者
が
生
き
が
い
と
誇
り
を
持

ち
、
自
立
し
た
社
会
生
活
を
営
め
る
よ
う
支

援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、
広
く

市
民
へ
の
啓
蒙
活
動
を
行
い
、
市
民
と
の
自

然
な
交
流
を
通
し
て
、
相
互
理
解
を
深
め
、

障
が
い
を
持
つ
人
だ
け
で
な
く
誰
で
も
が
よ

り
豊
か
に
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
地

域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http
://w

w
w
.saitam

aken-npo.net/)

）に

よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
八
月
二
十
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
グ
リ
ー
ン
ピ
ク
チ

ャ
ー
ズ

三

代
表
者
の
氏
名

村
松

保
宗

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
前
地
三
丁
目

四
番
二
四
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
球
温
暖
化
防
止
を
目
指

し
、
広
く
環
境
保
全
を
図
る
た
め
に
市
民
の

植
林
活
動
を
喚
起
す
る
と
共
に
、
「
自
然
」

と
「
生
き
も
の
」
を
中
心
と
す
る
映
像
制
作

・
配
給
又
は
上
映
す
る
こ
と
で
可
能
な
限
り

環
境
保
全
に
関
す
る
広
報
、
啓
蒙
を
進
め
、

市
民
及
び
地
球
全
体
の
環
境
の
福
祉
へ
の
貢

献
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
六
号

次
に
掲
げ
る
病
院
は
、
救
急
病
院
等
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
で
な
く

な
っ
た
。

平
成
二
十
年
九
月
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

所
在
地

医
療
法
人
社
団
東
光

会
戸
田
中
央
産
院

戸
田
市
上
戸
田
二
丁

目
三
二
番
一
号

岡
病
院

本
庄
市
北
堀
八
一
〇

番
地

南
古
谷
病
院

川
越
市
並
木
六
〇
二

番
地

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
七
号

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
病
院
及
び
診
療
所

を
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九

年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
救
急
病
院
又
は
救
急
診
療
所
と
し
て
平
成

二
十
年
九
月
九
日
認
定
し
、
そ
の
有
効
期
限
を

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
と
お
り
と
し
た
。

平
成
二
十
年
九
月
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

病

院

及

び

診

療

所

有
効
期
限

名

称

所

在

地

医
療
法
人
社
団

東
光
会
戸
田
中

央
産
院

戸
田
市
上
戸
田

二
丁
目
二
六
番

三
号

平
成
二
十

三
年
九
月

八
日

医
療
法
人
桂
水

会
岡
病
院

本
庄
市
北
堀
八

一
〇
番
地

同

右

南
古
谷
病
院

川
越
市
大
字
久

下
戸
一
一
〇
番

地

平
成
二
十

三
年
九
月

八
日

医
療
法
人
心
喜

会
蓮
田
外
科
医

院

�
田
市
大
字
蓮

田
二
〇
六
一
番

地

同

右

医
療
法
人
山
柳

会
塩
味
病
院

朝
霞
市
溝
沼
二

丁
目
四
番
一
号

同

右

坪
田
和
光
病
院

和
光
市
白
子
二

丁
目
一
二
番
一

五
号

同

右

医
療
法
人
一
心

会
上
尾
甦
生
病

院

上
尾
市
大
字
地

頭
方
北
谷
四
二

一
番
地
一

同

右

医
療
法
人
豊
岡

整
形
外
科
病
院

入
間
市
豊
岡
一

丁
目
八
番
三
号

同

右

医
療
法
人
誠
寿

会
上
福
岡
総
合

病
院

ふ
じ
み
野
市
福

岡
九
三
一
番
地

同

右

武
蔵
嵐
山
病
院

比
企
郡
嵐
山
町

大
字
太
郎
丸
一

三
五
番
地

同

右

医
療
法
人
柏
成

会
青
木
病
院

本
庄
市
下
野
堂

二
五
九
番
地
一

同

右

医
療
法
人
社
団

優
慈
会
佐
々
木

病
院

深
谷
市
西
島
町

二
丁
目
一
六
番

地
一

同

右

医
療
法
人
壮
幸

会
行
田
総
合
病

院

行
田
市
大
字
持

田
三
七
六
番
地

同

右

新
井
整
形
外
科

羽
生
市
大
字
藤

井
上
組
一
〇
〇

九
番
地

同

右

医
療
法
人
愛
應

会
騎
西
ク
リ
ニ

ッ
ク
病
院

騎
西
町
大
字
日

出
安
一
三
一
三

番
地
一

同

右

み
く
に
病
院

春
日
部
市
中
央

一
丁
目
五
六
番

地
一
八

同

右

医
療
法
人
社
団

大
和
会
慶
和
病

院

越
谷
市
千
間
台

西
二
丁
目
一
二

番
地
八

同

右

－２－
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医
療
法
人
土
屋

小
児
病
院

久
喜
市
中
央
一

丁
目
六
番
七
号

平
成
二
十

三
年
九
月

八
日

医
療
法
人
社
団

ジ
ャ
パ
ン
メ
デ

ィ
カ
ル
ア
ラ
イ

ア
ン
ス
東
埼
玉

総
合
病
院

北
�
飾
郡
杉
戸

町
清
地
二
丁
目

二
番
一
一
号

同

右

医
療
法
人
社
団

誠
弘
会
池
袋
病

院

川
越
市
大
字
笠

幡
三
七
二
四
番

地
六

平
成
二
十

三
年
九
月

八
日

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
カ
イ
ン
ズ
ホ
ー
ム
越
生
店

入
間
郡
越
生
町
西
和
田
三
百
四
十
九
番
地
一
外

ロ

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
カ
イ
ン
ズ

代
表
取
締
役

土
屋

裕
雅

群
馬
県
高
崎
市
高
関
町
三
百
八
十
番
地

ハ

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
三
日

ニ

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
千
九
百
九
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル

ホ

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

位
置

図
面
省
略

収
容
台
数

一
四
二
台

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

位
置

図
面
省
略

収
容
台
数

四
〇
台
（
別
途
自
動
二
輪
九
台
）

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

位
置

図
面
省
略

面
積

一
六
七
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

位
置

図
面
省
略

容
量

二
八
立
方
メ
ー
ト
ル

ヘ

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

午
前
八
時
か
ら
午
後
九
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

位
置

図
面
省
略

出
入
口
三
箇
所

ト

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
八
月
二
十
二
日

二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
九
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
二
十
年
九
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

－３－
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平
成
二
十
年
九
月
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
イ
ン
ズ
ホ
ー
ム
鶴
ヶ
島
店

鶴
ヶ
島
市
三
ツ
木
新
町
一
丁
目
一
番
地
十
三

ロ

変
更
の
概
要

店
舗
面
積
の
合
計

（
変
更
前
）
一
万
四
千
五
百
五
平
方
メ
ー
ト
ル

（
変
更
後
）
一
万
六
千
五
百
五
平
方
メ
ー
ト
ル

ハ

変
更
年
月
日

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

ニ

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
八
月
二
十
日

二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
九
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
二
十
年
九
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
号

第
四
十
二
期
埼
玉
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員
二
名
か
ら
の
辞
任
の
申
出
に
伴
い
、
そ
の
補
欠

委
員
を
任
命
す
る
た
め
、
労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
労
働
者
委
員
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
る
。

平
成
二
十
年
九
月
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

推
薦
資
格

労
働
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
で
き
る
も
の
は
、
県
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
し
、
労
働
組

合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
条
及
び
第
五
条

第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
労
働
組
合
と
す
る
。

二

推
薦
手
続

労
働
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
し
よ
う
と
す
る
労
働
組
合
は
、
様
式
第
一
号
の
推
薦
書
及
び
様

式
第
二
号
の
略
歴
書
に
、
当
該
労
働
組
合
が
法
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す

る
旨
の
埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
証
明
書
を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

三

推
薦
期
間

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日
（
金
）
か
ら
同
月
二
十
九
日
（
月
）
ま
で

四

推
薦
に
必
要
な
書
類
の
提
出
先

埼
玉
県
産
業
労
働
部
勤
労
者
福
祉
課

五

そ
の
他

こ

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

く
な
る
ま
で
の
者
は
、
委
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

－４－
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埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

荒
川
中
部
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
九
月
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

退
任

職

名

氏

名

住

所

理

事

金

井

初

雄

深
谷
市
岡
部
八
三
一
番
地

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
二
号

草
加
都
市
計
画
事
業
八
潮
南
部
西
一
体
型
特

定
土
地
区
画
整
理
事
業
保
留
地
処
分
規
程
（
平

成
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
三
号
）
第
一
条

の
規
定
に
よ
り
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
保
留

地
の
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
年
九
月
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

保
留
地
の
位
置
、
地
積
及
び
予
定
価
格

イ

入
札
物
件
番
号
一

�

位
置

八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画

整
理
事
業
八
十
街
区
十
五
画
地
（
八
潮

市
大
字
大
原
五
百
三
十
五
番
一
外
）

�

地
積

二
百
六
十
一
・
三
一
平
方
メ
ー
ト
ル

�

予
定
価
格

五
千
三
百
三
十
万
七
千
二
百
四
十
円

ロ

入
札
物
件
番
号
二

�

位
置

八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画

整
理
事
業
八
十
五
街
区
一
画
地
（
八
潮

市
大
字
大
原
四
百
七
十
九
番
二
外
）

�

地
積

百
六
十
六
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

�

予
定
価
格

三
千
八
十
七
万
六
千
円

ハ

入
札
物
件
番
号
三

�

位
置

八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画

整
理
事
業
八
十
五
街
区
二
画
地
（
八
潮

市
大
字
大
原
四
百
七
十
九
番
二
外
）

�

地
積

百
六
十
六
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

�

予
定
価
格

二
千
九
百
八
十
八
万
円

ニ

入
札
物
件
番
号
四

�

位
置

八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画

整
理
事
業
八
十
五
街
区
四
画
地
（
八
潮

市
大
字
大
原
四
百
七
十
九
番
二
外
）

�

地
積

百
六
十
六
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

�

予
定
価
格

二
千
七
百
七
十
二
万
二
千
円

ホ

入
札
物
件
番
号
五

�

位
置

八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画

整
理
事
業
八
十
五
街
区
十
八
画
地
（
八

潮
市
大
字
大
原
四
百
八
十
番
外
）

�

地
積

四
百
六
十
六
・
七
三
平
方
メ
ー
ト
ル

�

予
定
価
格

七
千
九
十
四
万
二
千
九
百
六
十
円

ヘ

入
札
物
件
番
号
六

�

位
置

八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画

整
理
事
業
八
十
五
街
区
十
九
画
地
（
八

潮
市
大
字
大
原
四
百
八
十
番
）

�

地
積

百
六
十
六
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

�

予
定
価
格

三
千
百
八
十
七
万
二
千
円

ト

入
札
物
件
番
号
七

�

位
置

八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画

整
理
事
業
八
十
五
街
区
二
十
画
地
（
八

潮
市
大
字
大
原
四
百
八
十
番
外
）

�

地
積

百
六
十
六
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

�

予
定
価
格

三
千
百
八
十
七
万
二
千
円

チ

入
札
物
件
番
号
八

�

位
置

八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画

整
理
事
業
百
五
十
九
街
区
八
画
地
（
八

潮
市
大
字
古
新
田
字
仕
込
三
百
二
十
八

番
一
外
）

�

地
積

百
三
十
四
・
三
一
平
方
メ
ー
ト
ル

�

予
定
価
格

千
七
百
四
十
六
万
三
百
円

リ

入
札
物
件
番
号
九

�

位
置

八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画

整
理
事
業
百
六
十
二
街
区
三
画
地
（
八

潮
市
大
字
古
新
田
字
仕
込
三
百
三
十
五

番
六
外
）

�

地
積

四
百
九
十
五
・
一
六
平
方
メ
ー
ト
ル

�

予
定
価
格

六
千
九
百
八
十
一
万
七
千
五
百
六
十

円

ヌ

入
札
物
件
番
号
十

�

位
置

八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画

整
理
事
業
百
六
十
二
街
区
八
画
地
（
八

潮
市
大
字
古
新
田
字
仕
込
三
百
四
十
二

番
外
）

�

地
積

五
百
九
十
一
・
四
二
平
方
メ
ー
ト
ル

－６－
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�

予
定
価
格

七
千
八
百
六
十
五
万
八
千
八
百
六
十

円

ル

入
札
物
件
番
号
十
一

�

位
置

八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画

整
理
事
業
百
六
十
三
街
区
五
画
地
（
八

潮
市
大
字
垳
字
用
水
東
二
百
五
十
八
番

一
外
）

�

地
積

千
八
十
一
・
〇
九
平
方
メ
ー
ト
ル

�

予
定
価
格

一
億
四
千
八
百
十
万
九
千
三
百
三
十

円

注
意

前
記
イ
か
ら
ル
ま
で
の
物
件
の
位
置

の
表
示
の
う
ち
、
（

）
内
は
、
現
在

の
地
番
で
あ
る
た
め
、
一
部
に
番
号
の

重
複
が
あ
る
。

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
入
札

に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

イ

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又

は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者

ロ

入
札
の
公
正
な
執
行
を
妨
げ
た
者
又
は

公
正
な
価
格
の
成
立
を
害
し
、
若
し
く
は

不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者

ハ

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

五
十
四
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
更

正
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る

者
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律

第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
十
一
条
の
規
定

に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ

れ
て
い
る
者

ニ

次
の
�
か
ら
�
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経

過
し
て
い
な
い
者

�

落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又

は
契
約
者
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を

妨
げ
た
者

�

正
当
な
理
由
が
な
く
て
契
約
を
履
行

し
な
か
っ
た
者

�

�
又
は
�
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
て
い

な
い
者
を
契
約
の
履
行
に
あ
た
り
代
理

人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て

使
用
し
た
者

ホ

都
道
府
県
税
（
都
道
府
県
民
税
、
法
人

都
道
府
県
民
税
、
法
人
事
業
税
又
は
個
人

事
業
税
）
の
滞
納
が
あ
る
者

ヘ

草
加
都
市
計
画
事
業
八
潮
南
部
西
一
体

型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
保
留
地
処
分

規
程
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
契
約
代
金
を

支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

三

入
札
参
加
申
込
み
受
付
の
期
間
及
び
場
所

イ

期
間

平
成
二
十
年
九
月
十
六
日
（
火
）
か
ら

同
月
十
九
日
（
金
）
ま
で
、
同
月
二
十
二

日
（
月
）
及
び
同
月
二
十
四
日
（
水
）
か

ら
同
月
二
十
六
日
（
金
）
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

ロ

場
所

八
潮
市
大
字
中
馬
場
五
十
二
番
地
二

埼
玉
県
八
潮
新
都
市
建
設
事
務
所

四

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

イ

日
時

�

入
札
物
件
番
号
一

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
（
金
）
午

前
八
時
五
十
分

�

入
札
物
件
番
号
二

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
（
金
）
午

前
九
時
三
十
分

�

入
札
物
件
番
号
三

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
（
金
）
午

前
十
時
十
分

�

入
札
物
件
番
号
四

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
（
金
）
午

前
十
時
五
十
分

�

入
札
物
件
番
号
五

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
（
金
）
午

前
十
一
時
三
十
分

�

入
札
物
件
番
号
六

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
（
金
）
午

後
一
時
十
分

�

入
札
物
件
番
号
七

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
（
金
）
午

後
一
時
五
十
分

�

入
札
物
件
番
号
八

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
（
金
）
午

後
二
時
三
十
分

	

入
札
物
件
番
号
九

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
（
金
）
午

後
三
時
十
分




入
札
物
件
番
号
十

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
（
金
）
午

後
三
時
五
十
分

�

入
札
物
件
番
号
十
一

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
（
金
）
午

後
四
時
三
十
分

ロ

場
所

八
潮
市
大
字
中
馬
場
五
十
二
番
地
二

埼
玉
県
八
潮
新
都
市
建
設
事
務
所
二
階
会

議
室

五

入
札
保
証
金

入
札
参
加
者
の
見
積
も
る
入
札
金
額
の
百

分
の
五
以
上
の
額
（
入
札
参
加
資
格
審
査
後

郵
送
さ
れ
る
納
付
書
兼
領
収
書
に
よ
り
納
付

す
る
こ
と
。）

六

入
札
の
無
効

次
の
イ
か
ら
リ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

イ

入
札
者
の
押
印
の
な
い
入
札
書
に
よ
る

も
の

ロ

記
載
事
項
を
訂
正
し
た
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
箇
所
に
押
印
の
な
い
入
札
書
に

よ
る
も
の

ハ

押
印
さ
れ
た
印
影
が
明
ら
か
で
な
い
入

札
書
に
よ
る
も
の

ニ

入
札
に
参
加
す
る
資
格
の
な
い
者
が
し

た
も
の

ホ

記
載
す
べ
き
事
項
の
記
入
の
な
い
入
札

書
又
は
記
入
し
た
事
項
が
明
ら
か
で
な
い

入
札
書
に
よ
る
も
の

ヘ

入
札
保
証
金
を
納
付
し
な
い
者
又
は
納

付
し
た
入
札
保
証
金
の
額
が
所
定
の
率
に

よ
る
額
に
達
し
な
い
者
が
し
た
も
の

ト

代
理
人
で
委
任
状
を
提
出
し
な
い
者
が

し
た
も
の

チ

他
の
入
札
者
の
代
理
を
兼
ね
た
者
が
し

－７－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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た
も
の

リ

二
以
上
の
入
札
書
を
提
出
し
た
者
が
し

た
も
の
又
は
二
以
上
の
者
の
代
理
を
し
た

者
が
し
た
も
の

七

落
札
者
の
決
定
方
法

落
札
者
は
、
埼
玉
県
の
予
定
価
格
以
上
の

価
格
で
最
高
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
者

と
す
る
。

八

そ
の
他

イ

入
札
参
加
要
領
及
び
入
札
参
加
申
込
書

は
、
埼
玉
県
八
潮
新
都
市
建
設
事
務
所
に

お
い
て
配
布
す
る
。

な
お
、
郵
送
を
希
望
す
る
者
は
、
同
事

務
所
に
電
話
で
請
求
す
る
こ
と
。

ロ

入
札
に
関
し
不
明
な
点
は
、
埼
玉
県
八

潮
新
都
市
建
設
事
務
所
（
電
話
〇
四
八
―

九
九
八
―
四
五
四
五
）
に
問
い
合
わ
せ
る

こ
と
。

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
八
月
二
十
五
日

指
令
行
整
第
二
〇
〇
〇
〇
一
二
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
八
月
二
十
八
日
第
三
十
七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
埼
玉
郡
大
利
根
町
大
字
細
間
字
五
町
田

七
七
七
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
埼
玉
郡
大
利
根
町
大
字
細
間
一
一
〇
番

地
二株

式
会
社

阪
東
興
業

代
表
取
締
役

今
成

利
夫

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
九
月
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
五
日

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

大

石

正

孝

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

東
大
久
保
ふ
じ
み
野
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
九
月
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
五
日

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

大

石

正

孝

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

ふ
じ
み
野
市
駒
林
字
本
町
一
六
一
番
一
地
先
か
ら
同
市
駒
林
字
新
田
前

二
三
四
番
地
先
ま
で

一
七
・
五
〇
〜四

一
・
〇
〇

二
六
・
〇
〇

平
成
十
一
年
十
二
月
十
四
日
付
け
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
二

号
及
び
平
成
十
九
年
二
月
二
十
七
日
付
け
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備

事
務
所
長
告
示
第
四
号
で
告
示
し
た
道
路
区
域
の
一
部
変
更
で
あ

る
。

新

一
七
・
五
〇
〜三

五
・
〇
〇

－８－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
九
月
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
五
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

川
越
栗
橋
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
十

二
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
五
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
八
月
二
十
五
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
二
二
六
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
八
月
二
十
八
日

杉
整
第
七
六
〇
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
西
大
輪
字
川
原
一

四
三
八
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

埼
玉
県
北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
西
大
輪
一

五
五
三
―
二

菅
谷

一
彦

埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
七
号

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り

招
集
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
五
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

�

橋

史

朗

一

日
時

平
成
二
十
年
九
月
十
一
日

午
前
十
時

二

場
所

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番

一
号埼

玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室

三

議
題

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

東
大
久
保
ふ
じ
み
野
線

ふ
じ
み
野
市
駒
林
字
新
田
前
二
三
四
番
地
先
か
ら
同
市
駒
林
字
新
田
前

二
四
一
番
地
先
ま
で

平
成
二
十
年
九
月
五
日

平
成
十
九
年
二
月
二
十
七
日
付
け
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告

示
第
四
号
及
び
平
成
二
十
年
九
月
五
日
付
け
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事

務
所
長
告
示
第
五
十
八
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開

始
で
あ
る
。

延
長
一
〇
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

久
喜
市
大
字
北
中
曽
根
字
川
妻
八
〇
五
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
所
久

喜
字
小
ヶ
原
井
八
〇
三
番
二
地
先
ま
で

七
・
四
六
〜

一
〇
・
四
〇

一
、
五
五
三
・
〇
〇

昭
和
四
十
七
年
四
月
十
八
日
付
け
埼
玉
県
告
示
第
六
百
七
十
九
号

の
道
路
区
域
の
一
部
変
更
で
あ
る
。

新

九
・
八
〇
〜

一
三
・
八
〇

－９－

第����号平成��年�月�日（金曜日）



発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －１０－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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